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子どもたちをＳＮＳ等のトラブルから守るために（お願い） 

 

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動につきましてご理解とご協力をいただき、心より感

謝申し上げます。 

さて、SＮＳ等の利用によって小学生がトラブルや犯罪に巻き込まれたという報道を連日のように

耳にします。先日は熊本市内の SNS による事件も大きく報道されていました。本校においても例外

でなく、夜中に子ども同士でＳＮＳ等のやり取りをして相手のご家庭に迷惑をかけたり、オンライ

ンゲーム上で友達とけんかになったりするなどのトラブルが発生しています。 

小学生は成長途中ですので、的確な判断や相手を尊重したコミュニケーションが十分にはできま

せん。しかし、何気ない行動がもとで SNS 等のトラブルに巻き込まれ、傷つく現状があります。 

学校では、学習用タブレットの正しい使い方や守るべきルールについて日頃から指導を行い、そ

の上で学習に利用しています。また、「生活のきまり」に示すと共に、情報モラル学習や情報機器の

使い方について指導を行っております。 

スマートフォンやゲーム等については、その所持や利用を保護者の責任のもとで判断していただ

いておりますが、ＳＮＳ等の利用による犯罪やトラブル等から子どもたちを守るために、保護者の

皆様にもより一層のご協力をお願いできればと考えております。 

つきましては、下記のことについてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

①スマートフォン等の使用に関する「家庭のルール（約束）」を子どもと作り、守らせてください。 

※例：「午後９時以降は保護者に預ける」「使用時間は１日１時間以内」「利用制限の設定」等 

②子どもがどのようなアプリを使って、何をしているのかを把握してください。 

※夜遅くに友達にメッセージを送ったり、オンラインゲームへの参加を呼びかけたりする等、 

相手のご家庭に迷惑をかけている事例があります。 

※親に隠れて使っているときは、特に注意をお願いします。ネット上でも日常生活のルールや

マナーは守るべきであることを伝えてください。 

③ネット上で困ったことが起きたときは、すぐに大人に相談するように教えてください。 

※子どもの様子がおかしいと感じたときは、すぐに確認してください。 

※ネット上で重大な問題が発生した際は、警察と学校に連絡をお願いします。ご家庭のスマ 

ートフォン等の利用は、保護者の責任において利用されるものです。状況に応じて保護者間

で連絡を取り合い、必要な指導や助言を行ってください。 


